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戦
国
大
名
研
究
は
、
貫
高
制
論
・
検
地
論
等
、
主
と
し
て
そ
の
農
村
支
配
の
研
究
を
中
心
に
進
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
国
大
名
を

総
体
的
に
捉
え
、
戦
国
大
名
論
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
農
村
支
配
の
み
な
ら
ず
、
都
市
支
配
の
側
面
も
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
博
多
は
、

日
本
国
内
の
一
地
方
都
市
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
的
位
置
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
川
添
昭
二
氏
が
古
代
・
中
世
の
博
多
を
「
他
の
時
代
に
類
の
な
い
国
際
性
を
も
ち
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
役
割
を
代
弁
す

る
存
在
」
で
「
外
国
と
の
交
渉
及
び
外
来
文
化
の
受
容
・
摂
取
の
窓
口
」
と
規
定
さ
れ
、
田
中
健
夫
氏
が
中
世
後
期
の
博
多
に
つ
い
て

「
流
球

l
薩
摩
｜
博
多
｜
対
馬

l
朝
鮮
の
ラ
イ
ン
と
朝
鮮
｜
対
馬

l
博
多
｜
赤
間
関
｜
兵
庫
｜
圏
内
市
場
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
の
交
差
点
と
し

て
、
さ
ら
に
明
へ
の
交
通
路
の
起
点
と
し
て
、
ま
こ
と
に
重
要
な
地
理
的
・
経
済
的
な
立
場
を
保
持
し
、
し
か
も
こ
の
時
代
は
そ
の
進
出

に
可
能
な
契
機
を
恵
ま
れ
た
」
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
博
多
は
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
流
通
お
よ
び
文
化
交
流
の
結
節

点
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
世
博
多
研
究
に
あ
っ
て
は
国
際
的
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

中
世
後
期
の
博
多
は
堺
と
並
ぶ
自
治
都
市
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
の
傑
少
性
と
い
う
制
約
も
あ
り
、
豊
富
な
研
究
成
果

を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
基
本
的
な
都
市
の
具
体
相
す
ら
殆
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
包
括
的
な
中
世
都
市
研

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
〉
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世
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究
、
な
か
ん
ず
く
自
治
都
市
研
究
に
お
い
て
は
殆
ど
の
論
考
が
博
多
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
は
『
イ
エ
ズ
ス
会
土
日
本
通
信
』
、

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
』
等
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
料
や
近
世
の
地
誌
『
石
城
志
』
等
に
史
料
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
在
博
多
の
中

世
史
料
や
関
係
史
料
を
網
ら
し
た
上
で
の
博
多
研
究
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

て
い
る
が
、
博
多
研
究
と
も
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
た
め
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
川
添
昭
二
氏

の
「
古
代
・
中
世
の
博
多
」
は
古
代
か
ら
中
世
末
ま
で
の
博
多
の
発
展
の
諸
相
を
概
観
し
た
も
の
で
、
現
在
の
中
世
博
多
研
究
の
到
達
点

一
方
、
中
世
対
外
関
係
史
研
究
は
豊
富
な
蓄
積
を
も
っ

を
示
し
て
い
る
。
西
村
圭
子
氏
は
大
友
氏
の
筑
前
支
配
、
博
多
商
人
、
都
市
自
治
、
都
市
集
落
の
問
題
等
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
考
察
し
て

い
る
。
鏡
山
猛
氏
「
中
世
町
割
り
と
条
坊
遺
制
」
は
聖
福
寺
所
蔵
「
安
山
借
屋
牒
」
と
「
聖
福
寺
絵
図
」
を
基
本
史
料
に
し
た
歴
史
地
理

学
的
研
究
で
、
博
多
の
都
市
景
観
の
一
部
を
復
元
し
た
労
作
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
泉
澄
一
氏
、
武
野
要
子
氏
の
概
説
も
あ
る
。
以
上
の
よ

う
な
研
究
状
況
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
内
外
史
料
の
博
捜
に
よ
り
都
市
博
多
の
具
体
相
を
復
元
し
た
上
で
、
自
治
都
市
論
を
再
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
最
近
の
博
多
の
発
掘
調
査
成
果
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
戦
国
大
名
研
究
と
中
世
都
市
研
究
の
接
点
と
し
て
、
自
治
制
度
を
も
っ
商
業
・
港
湾
・
貿
易
都
市
た
る
中
世
後
期
の
博
多

と
大
内
氏
の
関
係
を
、
様
々
な
側
面
か
ら
具
体
的
事
例
の
検
証
を
通
し
て
考
察
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
の
前
提
と
も
な
る
中
世
都
市
博
多

の
概
観
、
地
域
権
力
に
よ
る
博
多
の
領
有
の
問
題
、
大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
等
の
考
察
は
別
の
機
会
に
行
う
こ
と
に
す
る
。

対

外

貿

易

中
世
後
期
の
博
多
は
日
明
貿
易
・
日
朝
貿
易
・
南
海
貿
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
遺
明
船
の
多
く
は
博
多
を
経
由
し
、
博
多
で
貨
物
そ
の

他
の
蟻
装
を
完
了
し
て
出
発
し
た
こ
と
、
多
く
の
博
多
商
人
が
客
商
・
従
商
人
と
し
て
日
明
貿
易
に
従
事
し
た
こ
と
、
博
多
商
人
が
大
内

氏
と
結
び
、
細
川
氏
と
結
ぶ
堺
商
人
と
対
立
す
る
に
至
っ
た
こ
と
等
が
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
足
利
義
満
に
明

へ
の
通
交
を
す
す
め
、

ま
た
初
回
の
遺
明
副
使
と
な
っ
た
の
が
筑
紫
の
商
客
（
博
多
商
人
）
肥
富
で
あ
っ
た
こ
と
は
日
明
貿
易
に
お
け
る



博
多
の
地
位
を
象
徴
し
て
い
る
。

日
朝
貿
易
に
お
い
て
は
、
応
永
二
十
六
年
の
応
永
の
外
冠
を
契
機
と
し
て
対
馬
と
博
多
の
地
位
が
逆
転
し
、
対
馬
宗
氏
に
か
わ
っ
て
九

州
探
題
渋
川
氏
と
そ
の
貿
易
を
直
接
に
担
っ
た
博
多
商
人
が
拍
頭
し
た
。
宗
金
ら
の
博
多
商
人
が
盛
ん
に
朝
鮮
通
交
を
行
う
の
は
こ
れ
以

降
で
あ
る
。
永
正
七
年
の
三
浦
の
乱
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
対
馬
に
よ
る
朝
鮮
貿
易
独
占
が
進
行
す
る
が
、
八
万
両
の
銀
を
朝
鮮
に
持
参

し
た
天
文
十
一
年
の
室
町
幕
府
使
船
の
実
体
は
博
多
商
人
の
貿
易
船
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
博
多
商
人
は

日
朝
貿
易
に
関
与
し
て
い
た
。

以
上
の
研
究
史
を
前
提
と
し
て
、
大
内
氏
の
対
外
交
渉
を
博
多
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。
大
内
氏
の
朝
鮮
貿
易
に
は
二
つ
の

時
期
的
な
ピ
l
ク
が
あ
る
。

一
つ
の
ピ
l
ク
は
応
永
末
年
か
ら
文
安
期
す
な
わ
ち
盛
見
期
J
教
弘
初
期
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
文
明
か
ら

延
徳
期
つ
ま
り
政
弘
期
で
あ
る
。
一
方
、
大
内
氏
が
初
め
て
遺
明
船
を
派
遣
し
た
の
は
宝
徳
三
年
の
遺
明
船
で
あ
り
、
以
後
寛
正
六
年
、

永
正
三
年
、
永
正
十
七
年
、
天
文
七
年
、
天
文
十
六
年
と
計
六
回
派
遣
し
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
大
内
氏
の
対
外
貿
易
は
①
応

永
J
文
安
期
H
朝
鮮
貿
易
↓
②
宝
徳
J
寛
正
期
H
明
貿
易
↓
③
文
明
J
延
徳
期
U
朝
鮮
貿
易
↓
④
永
正
J
天
文
期
日
明
貿
易
と
時
代
的
に

推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
三
期
の
朝
鮮
貿
易
の
興
隆
は
、
細
川
氏
U
堺
商
人
に
よ
っ
て
大
内
氏
H
博
多
商
人
が
日
明
貿
易
か
ら

排
除
さ
れ
る
時
期
に
あ
た
る
か
ら
、
明
貿
易
の
代
替
と
し
て
の
志
味
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
最
も
重
要
な
怠
味
を
持
つ
の
は
①
↓
①
へ
の
変

化
で
あ
る
。
文
安
期
を
境
と
し
て
大
内
氏
が
朝
鮮
貿
易
か
ら
明
貿
易
に
重
点
を
転
換
し
て
い
く
の
は
、
文
安
期
の
大
内
教
弘
に
よ
る
筑
前

国
守
護
領
国
化
H
H
博
多
掌
握
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
大
内
氏
の
博
多
掌
握
の
円
的
の
一
つ
は
日
明

貿
易
を
中
心
と
す
る
対
外
貿
易
の
拠
点
化
に
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

天
文
八
年
正
月
、
大
内
氏
は
透
明
船
派
遣
に
際
し
て
博
多
の
住
人
ら
に
船
の
入
り
江
を
掘
ら
せ
て
い
る
。
透
明
船
派
遣
を
契
機
と
し
て

大
内
氏
に
よ
る
博
多
の
港
湾
整
備
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

天
文
七
年
に
一
切
経
を
求
め
る
た
め
に
大
内
氏
の
勘
合
を
得
て
朝
鮮
に
渡
航
し
た
安
芸
大
願
寺
僧
尊
海
等
は
、
防
州
か
ら
博
多

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
〉
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四

ー
壱
岐
｜
対
馬
府
中
｜
釜
山
と
い
う
ル

1
ト
で
渡
海
し
た
。
こ
の
時
遅
れ
て
出
発
し
た
尊
海
は
博
多
で
一
行
に
追
い
着
い
て
お
り
、

が
博
多
で
渡
航
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
朝
鮮
交
渉
に
お
い
て
も
な
お
博
多
が
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と 行

が
知
ら
れ
る
。

博

多

商

人

大
内
等
の
大
名
層
で
あ
っ
た
が
、

中
世
後
期
に
博
多
を
領
有
し
た
諸
大
名
は
例
外
な
く
対
外
貿
易
に
従
事
し
た
。
戦
国
期
の
日
明
貿
易
に
お
け
る
政
治
的
主
体
は
細
川
・

そ
の
約
一
い
手
は
兵
庫
・
堺
・
門
司
・
博
多
等
の
商
人
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
客
商
、
従
’
附
人
と
し
て
渡

明
す
る
か
あ
る
い
は
堺
商
人
の
ご
と
く
抽
分
銭
を
請
負
っ
て
独
占
的
に
行
な
う
か
し
た
。
大
内
氏
が
門
司
・
赤
間
関
・
博
多
・
堺
等
の
商

人
を
客
商
、
従
商
人
と
し
て
乗
船
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
大
内
氏
の
対
明
貿
易
を
担

っ
た
と
さ
れ
る
博
多
商
人
と
大
内
氏
の
関
係
を
個
別
的
に
検
討
し
た
い
。

イ

奥

堂

氏

奥
堂
氏
は
笛
崎
宮
油
座
神
人
で
あ
り
油
座
政
所
と
し
て
座
子
の
成
敗
権
を
持
ち
、
博
多
奥
堂
に
方
一
町
の
屋
敷
と
畠
地
一
町
五
段
を

有
し
、

し
か
も
そ
の
謀
役
は
宗
氏
、
大
内
氏
等
の
博
多
の
支
配
者
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
応
仁
二
年
の
遺
明
船
に
は
客
商
と

し
て
参
加
し
た
。
つ
ま
り
奥
堂
氏
は
博
多
奥
堂
に
本
拠
を
置
く
博
多
商
人
で
、
宮
崎
宮
油
座
神
人
・
同
政
所
と
し
て
の
油
商
人
で
あ
り
、

ま
た
貿
易
商
人
で
も
あ
っ
た
。
大
内
氏
は
永
享
三
年
以
降
、
天
文
二
十
二
年
ま
で
、
奥
立
氏
の
博
多
屋
敷
諸
公
事
役
・
油
役
諸
公
事
を
免

除
し
続
け
て
い
る
。
特
に
文
明
十
年
か
ら
天
文
二
十
二
年
ま
で
六
回
の
免
除
行
為
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
書
様
式
は
い
ず
れ
も
大
内
氏

袖
判
飯
田
氏
奉
書
で
あ
り
、
文
言
も
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
明
十
年
よ
り
天
文
期
ま
で
の
大
内
氏
の
博
多
支
配
の
安
定
を
物
語
っ
て

い
る
。

ロ

神
屋
氏



中
世
後
期
の
博
多
商
人
神
屋
氏
は
大
内
氏
の
遺
明
船
に
深
く
関
与
し
た
。
天
文
七
年
の
大
内
氏
遺
明
船
の
一
号
船
惣
船
頭
は
神
屋
主
計

で
あ
り
、
主
計
は
養
子
太
郎
左
衛
門
と
同
行
し
た
。
天
文
七
年
七
月
よ
り
翌
八
年
三
月
ま
で
博
多
に
滞
在
し
た
遺
明
副
使
策
彦
周
良
に
対

し
て
、
主
計
父
子
の
ほ
か
神
屋
加
斗
・
神
屋
彦
八
郎
・
神
屋
寿
禎
・
主
計
の
子
次
郎
太
郎
・
同
婿
孫
八
郎
等
の
神
屋
一
族
が
来
訪
・
贈
答

を
し
て
い
出
ゃ
神
屋
寿
禎
は
策
彦
が
滞
在
し
て
い
た
博
多
龍
華
庵
の
主
人
三
正
統
公
上
司
の
「
老
親
」
で
あ
っ
雨
戸
ま
た
さ
ら
に
注
目
す

べ
き
こ
と
は
、
神
屋
寿
禎
が
大
永
年
聞
か
ら
天
文
初
年
に
か
け
て
石
見
銀
山
の
銀
の
吹
錬
に
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
技
術
は
大
陸

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
博
多
商
人
は
貿
易
品
だ
け
で
は
な
く
、
鉱
工
業
技
術
を
も
海
外
か
ら
輸
入
し
、
大
内
氏
が
こ
れ
を
領

圏
内
の
鉱
山
開
発
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
中
世
末
の
主
た
る
輸
出
品
は
銀
で
あ
り
、
石
見
銀
山
産
出
の
銀
も
博
多
を
経
由
し
て
海
外
に

輸
出
さ
れ
必
ル
神
屋
氏
等
の
博
多
商
人
は
銀
の
精
錬
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
流
通
に
も
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

，，、

そ
の
他

こ
の
ほ
か
「
策
彦
入
明
記
」
・
「
大
明
譜
」
か
ら
二
号
船
船
頭
河
上
杢
左
衛
門
（
天
文
八
年
）
・
博
多
宗
繁
・
博
多
林
田
藤
三
郎
・
博
多

二
郎
衛
門
父
・
博
多
宗
菊
子
新
三
郎
・
博
多
宗
伶
・
河
上
源
次
郎
・
一
号
船
船
頭
博
多
津
小
田
藤
左
衛
門
尉
〈
天
文
十
六
年
）
等
の
博
多

商
人
が
検
出
さ
れ
る
。
し
か
し
断
片
的
に
史
料
上
に
見
え
る
に
す
ぎ
ず
、
実
体
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
博
多
商
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
自
治
組
織
及
び
そ
れ
と
大
内
氏
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

都

市

生

活

次
に
一
般
の
博
多
町
人
と
大
内
氏
の
関
係
に
つ
い
て
み
よ
う
。

康
正
二
年
十
一
月
、
大
内
氏
は
「
或
号
門
松
、
或
号
祇
園
会
以
下
作
物
」
し
て
博
多
・
箱
崎
の
町
人
等
が
神
木
で
あ
る
宮
崎
松
を
「
雅

意
伐
取
」
る
こ
と
を
禁
止
し
（
切
こ
の
時
「
於
自
今
以
後
者
、
罪
科
於
可
被
懸
六
親
之
」
と
い
う
厳
し
い
罰
則
を
設
け
て
お
り
、
大
内
氏

が
博
多
・
箱
崎
市
中
に
対
し
て
検
断
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
〉

五



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
〉

ーノ、

文
明
十
年
十
月
十
四
日
、
「
夜
中
興
浜
物
念
」
と
な
り
、
雑
人
等
が
妙
楽
寺
の
破
却
を
企
て
た
。
博
多
滞
在
中
の
大
内
政
弘
が
人
を
派
遣

し
た
の
で
狼
蒋
人
等
は
退
散
し
た
。
こ
の
時
政
弘
の
近
習
が
群
集
し
て
い
る
。
同
月
十
六
日
、
再
び
雑
人
等
が
妙
楽
寺
に
乱
入
す
る
と
の

風
聞
が
あ
り
、
大
内
氏
の
馬
廻
と
守
護
代
陶
弘
護
の
被
官
が
派
遣
さ
れ
、
二
三
人
が
訣
伐
さ
れ
て
騒
ぎ
は
鎮
静
化
し
た
。
博
多
住
人
の
乱

行
に
対
す
る
大
内
氏
の
厳
し
い
姿
勢
が
知
ら
れ
る
。

天
文
八
年
正
月
六
日
夕
方
、
「
ヲ
キ
ノ
浜
領
衆
松
ハ
ヤ
シ
」
が
あ
り
、
博
多
滞
在
中
の
策
彦
周
良
等
は
見
物
に
行
っ
た
。
翌
七
日
、
今

度
は
寺
門
に
お
い
て
「
松
ハ
ヤ
シ
」
が
あ
り
同
じ
く
見
物
し
て
い
る
。
博
多
の
輿
浜
領
衆
が
松
ば
や
し
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
輿
浜

が
町
人
結
合
の
一
単
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
博
多
の
内
部
に
小
自
治
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
都
市

博
多
の
重
層
的
自
治
構
造
が
推
定
で
き
る
。

四

手

工

業

中
世
後
期
の
博
多
に
お
い
て
は
織
物
業
・
醸
造
業
・
海
運
業
等
の
産
業
が
発
達
し
て
い
た
？
聖
福
寺
所
蔵
『
安
山
借
屋
牒
』
に
は
桶
大

工
・
桶
屋
・
鍛
冶
大
工
・
木
別
大
工
・
織
屋
等
の
手
工
業
者
の
名
前
が
見
え
、
永
禄
六
年
以
前
の
成
立
で
あ
る
「
聖
福
寺
絵
図
」
に
は

博
多
の
海
岸
で
船
大
工
ら
し
い
工
人
が
二
人
挽
き
の
縦
挽
き
鋸
で
材
木
を
ひ
き
、
斧
や
手
斧
で
木
を
切
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
天
文
四

年
一
同
市
名
寺
文
前
十
五
「
博
多
津
土
居
道
場
・
同
官
内
両
門
前
眼
在
家
持
蹴
人
」
と
あ
り
、
弘
治
三
年
九
月
二
十
三
日
聖
福
寺
領
当
知
行

目
録
に
は
「
博
多
中
行
堂
力
者
井
大
工
鍛
冶
諸
役
者
等
居
屋
敷
給
分
之
事
」
と
あ
っ
て
、
博
多
称
名
寺
・
官
内
町
両
門
前
に
は
東
西
に
在

家
が
あ
り
諸
職
人
や
牛
馬
が
い
た
こ
と
、
博
多
中
に
は
行
堂
一
力
者
や
大
工
・
鍛
冶
等
の
諸
役
者
の
居
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ

ら
が
博
多
の
諸
寺
院
の
支
配
下
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
本
節
で
は
博
多
の
手
工
業
及
び
そ
の
担
い
手
た
る
手
工
業
者
と
大
内

氏
の
関
係
を
み
て
い
き
た
い
。

文
明
十
年
十
月
、
在
博
多
の
大
内
政
弘
に
対
し
て
、
博
多
の
鍛
冶
辰
房
が
鑓
二
・
馬
爪
打
万
二
・
髪
挟
一
を
進
上
い
ν

同
十
月
十
五
日



は
当
所
（
博
多
〉
筆
結
が
筆
二
十
管
を
進
上
す
る
な
ど
、
手
工
業
者
の
大
内
氏
へ
の
直
接
的
製
品
上
納
が
知
ら
れ
る
。
文
明
十
一
年
十
一

月
十
三
日
の
興
隆
寺
棟
札
銘
に
は
「
瓦
土
日
数
百
五
十
二
日
、
瓦
土
二
人
、
筑
前
国
博
多
四
郎
五
郎
・
次
郎
四
郎
」
と
あ
り
、
文
明
十
一

年
の
山
口
興
隆
寺
造
営
時
に
、
博
多
の
瓦
士
二
名
が
大
内
氏
の
命
令
に
よ
っ
て
造
営
事
業
に
従
事
し
て
い
る
。
天
文
十
八
年
、
大
内
氏
奉

行
人
は
太
宰
府
天
満
宮
の
御
供
屋
別
当
坊
信
輿
の
乗
車
の
件
に
つ
き
、
率
誘
の
番
匠
を
小
鳥
居
氏
が
申
し
付
け
な
い
の
は
然
る
べ
か
ら
ず

と
し
て
、
「
猶
以
当
社
大
工
於
難
渋
者
、
博
多
津
番
匠
被
申
付
、
可
被
誘
候
」
と
の
べ
て
い
る
。
間
接
的
な
が
ら
博
多
津
番
匠
と
大
内
氏

の
関
係
が
わ
か
る
。

次
に
博
多
の
鋳
物
師
と
大
内
氏
と
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
。
天
文
十
八
年
九
州
へ
下
向
し
た
鋳
物
師
真
継
久
直
の
大
内
領
国
へ
の
鋳
物

師
公
役
賦
課
に
対
し
て
、
讃
井
隆
喜
は
次
の
文
書
を
博
多
下
代
官
山
鹿
秀
康
に
出
し
て
い
る
。

就
鋳
物
師
御
公
役
之
儀
、
対
貴
所
真
継
兵
庫
助
久
直
方
奮
状
拝
見
仕
候
、
存
其
旨
申
候
、
堅
可
被
仰
付
事
肝
要
候
、
何
古
鉄
公
事
銭
事

者
、
如
御
存
知
、
従
前
々
任
御
下
知
従
鉄
政
所
座
中
付
之
、
対
若
杉
御
公
役
等
勤
申
候
処
、
去
天
文
十
八
年
以
来
、
相
良
武
任
依
御
申

成
、
非
分
ニ
真
継
方
押
務
候
、
其
刻
各
別
之
儀
雌
申
分
候
、
久
直
無
御
分
別
候
、
就
夫
貴
所
任
意
見
、
先
以
相
尋
候
、
然
処
武
任
御
退

転
上
者
、
如
前
々
古
鉄
公
事
銭
事
者
、
従
政
所
座
申
付
候
、
此
等
趣
、
以
御
分
別
可
被
申
渡
候
、
恐
々
謹
言
、

（

天

文

十

九

年

』

（

讃

井

）

十

月

十

四

日

隆

喜

（

花

押

）

（
秀
康
）

山
鹿
和
泉
守
股
御
宿
所

40 

こ
の
史
料
に
つ
い
て
網
野
善
彦
氏
は
「
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
「
鉄
政
所
座
」
に
よ
る
「
古
鉄
公
事
銭
」
の
徴
収
が
以
前
か
ら
行
わ
れ

て
お
り
、
久
直
が
そ
れ
を
「
押
務
」
し
た
こ
と
に
対
し
、
隆
喜
が
強
く
反
発
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
〈
佐
伯
）

七



入

問
題
に
し
た
い
の
は
讃
井
隆
喜
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
讃
井
氏
は
山
口
市
内
の
讃
井
を
本
貫
と
す
る
周
防
園
川
ず
、
早
く
か
ら
大
内
被
官

化
し
て
お
引
い
文
明
十
年
十
月
十
三
日
に
は
讃
井
重
昌
が
筑
前
国
三
笠
郡
府
領
内
七
町
地
を
大
内
政
弘
か
ら
宛
行
わ
れ
、
岩
屋
在
城
が
命

じ
ら
れ
て
い
ぶ
ド
こ
の
讃
井
隆
喜
も
大
内
義
隆
の
偏
韓
を
得
て
お
り
大
内
被
官
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
安
山
借
屋
牒
』
に
よ
る
と
、
「
讃

井
」
某
が
聖
福
寺
近
辺
の
中
屋
敷
に
二
ケ
所
半
十
三
間
の
屋
敷
を
持
ち
、
外
窪
少
路
に
四
間
二
尺
の
屋
敷
を
拘
え
て
い
る
。
こ
の
讃
井
の

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
〈
佐
伯
〉

一
般
の
町
人
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
讃
井
隆
喜
と
同
一
人
あ
る
い
は
一

族
と
考
え
ら
れ
る
。
天
文
十
八
年
九
月
三
日
讃
井
隆
喜
書
料
ぽ
「
就
鋳
物
師
公
事
役
之
儀
、
御
輪
宇
井
御
奉
書
案
何
茂
舵
運
様
以
御
貴
札

蒙
仰
候
」
と
の
ベ
、
筑
前
守
護
代
杉
輿
運
の
被
官
と
推
定
さ
れ
る
重
富
日
向
守
に
杉
輿
運
へ
の
披
露
を
請
う
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鋳
物
師

公
事
役
に
つ
い
て
の
後
奈
良
天
皇
倫
旨
案
と
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
案
の
讃
井
隆
喜
へ
の
遊
行
は
杉
輿
運
が
行
な
っ
た
の
で
あ
り
、
本

屋
敷
は
他
の
町
人
の
屋
敷
に
比
べ
て
大
規
模
で
あ
り
、

書
状
は
遊
行
に
対
す
る
請
文
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
十
月
十
四
日
讃
井
隆
喜
書
状
で
は
、
古
鉄
公
事
銭
は
前
々
よ
り

「
御
下
知
」
に
任
せ
て
鉄
政
所
座
よ
り
申
し
付
け
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
「
御
下
知
」
と
は
大
内
氏
の
下
知
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
書
状

に
「
至
若
杉
御
公
役
等
動
申
候
」
と
あ
る
の
は
守
護
代
杉
輿
運
の
居
城
若
杉
城
（
H
守
護
所
高
鳥
居
城
〉
に
鋳
物
師
公
役
を
勤
仕
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
讃
井
隆
喜
は
、
博
多
に
居
住
し
、
博
多
の
鋳
物
師
及
び
鉄
政
所
座
を
管
轄
す
る
大
内
氏
側

の
役
人
で
あ
っ
た
と
規
定
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
山
鹿
秀
康
は
、
所
管
内
の
鋳
物
師
公
役
に
つ
き
秀
康
宛
の
真
継
久
直
書
状
を
讃
井
に

拝
見
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
讃
井
は
真
継
久
直
の
「
押
務
」
に
反
発
し
て
、
従
来
通
り
古
鉄
公
事
銭
は
鉄
政
所
座
よ
り
申
し
付
け
る
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
讃
井
隆
喜
の
職
掌
は
津
内
鋳
物
師
・
鉄
政
所
座
の
支
配
、
古
鉄
公
事
銭
の
徴
収
に
あ
っ
た
。
博
多
津
内
の
鋳
物
師
の

公
役
（
古
鉄
公
事
銭
）
は
博
多
鋳
物
師
↓
鉄
政
所
座
↓
讃
井
隆
喜
↓
筑
前
守
護
代
↓
大
内
氏
と
い
う
経
路
で
上
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
公
役
は
先
の
大
内
氏
へ
の
製
品
上
納
と
い
う
私
的
で
臨
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
的
で
恒
常
的
性
格
を
有
し
て
い
た
。

大
内
領
圏
内
の
鋳
物
師
は
地
域
別
に
大
内
氏
代
官
及
び
有
力
国
人
領
主
に
よ
っ
て
統
轄
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
検
討
し
た
博
多
鋳

物
師
と
讃
井
氏
と
の
関
係
は
、
大
宰
府
鋳
物
師
と
山
田
隆
朝
・
大
村
禅
賢
、
芦
屋
鋳
物
師
と
麻
生
隆
守
の
関
係
と
同
様
の
も
の
で
あ
る



ぅ
。
天
文
十
八
年
に
山
鹿
秀
康
が
鋳
物
師
公
事
役
に
つ
い
て
交
渉
し
て
い
る
讃
井
若
狭
守
も
隆
喜
と
向
性
格
の
大
内
被
官
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
称
名
寺
・
聖
福
寺
等
の
博
多
の
寺
院
が
大
工
・
鍛
冶
等
の
諸
職
人
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
、
芦
屋
釜
で
著
名
な
芦
屋
鋳
物

師
の
支
配
権
を
芦
匿
に
本
拠
を
置
く
有
力
国
人
麻
生
氏
が
天
文
十
八
年
当
時
も
掌
握
し
て
い
る
点
、
三
笠
郡
内
の
鋳
物
師
公
役
銭
の
皆
済

が
国
人
領
主
筑
紫
氏
の
領
域
支
配
拡
大
の
た
め
に
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
大
内
氏
に
よ
る
寺
社
・
国
人
領
主
の
手
工
業
者
支
配

権
の
否
定
・
再
編
が
不
徹
底
な
も
の
に
終
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五

津

内

社

寺

独
自
の
文
化
を
展
開
し
た
と
い
わ
れ
る
博
多
津
内
の
社
寺
と
大
内
氏
の
関
係
を
個
別
的
に
検
討
す
る
。

イ

神

社

①

宮

崎

宮

宮
崎
宮
は
博
多
の
東
方
に
隣
接
す
る
箱
崎
の
地
に
あ
る
神
社
で
あ
る
が
、
博
多
と
も
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
大
内
氏
と
の
関
係
が
深
い

の
で
こ
こ
で
検
討
す
る
。
大
内
氏
と
同
宮
油
座
神
人
と
の
関
係
は
す
で
に
の
ベ
た
。
大
内
氏
と
笛
崎
宮
の
関
係
が
史
料
上
明
ら
か
に
な
る

の
は
教
弘
期
で
あ
る
。
康
正
元
年
十
二
月
二
十
一
日
、
筑
前
守
護
代
仁
保
盛
安
の
家
臣
と
推
定
さ
れ
る
国
種
・
伝
国
両
名
が
同
宮
領
那
町

西
郷
内
き
ろ
子
き
円
U
へ
の
大
内
氏
被
官
の
違
乱
に
つ
き
「
自
然
重
而
申
子
細
者
可
致
成
敗
候
」
と
大
宮
司
に
申
し
送
り
、
康
正
三
年
十

一
月
に
は
大
内
氏
家
臣
が
連
署
し
て
宮
崎
松
採
用
禁
止
の
禁
制
を
出
し
て
い
る
。
笹
崎
宮
側
も
教
弘
へ
祈
祷
巻
数
・
太
万
一
腰
を
送
っ
て

い
る
。
応
仁
二
年
の
遺
明
船
に
際
し
て
は
太
万
一
腰
が
寄
進
さ
れ
、
神
楽
が
行
な
わ
れ
、
積
荷
の
硫
黄
が
同
宮
で
も
引
き
渡
さ
れ
た
。
文

明
十
年
十
月
、
博
多
滞
在
中
の
大
内
政
弘
は
、
宮
崎
宮
社
参
、
神
馬
寄
進
、
神
楽
奉
納
を
行
な
い
、
箱
崎
留
守
佐
渡
守
為
寿
が
政
弘
の
も

と
へ
参
上
し
、
太
万
等
を
進
上
し
た
。
ま
た
政
弘
は
、
文
明
十
年
十
一
月
十
五
日
に
同
官
領
那
珂
郡
瑞
離
免
を
社
家
に
直
務
せ
し
め
、
同

十
五
年
五
月
十
三
日
に
は
箱
崎
松
の
採
用
を
禁
止
す
る
な
ど
、
笛
崎
宮
へ
の
信
仰
の
深
さ
と
厚
い
保
護
の
状
況
が
知
ら
れ
る
。

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
ハ
佐
伯
）

九



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
〈
佐
伯
〉

。

義
興
期
の
史
料
に
よ
る
と
、
筑
前
に
お
い
て
は
氷
上
山
（
興
隆
寺
）

護
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
義
興
期
の
強
引
な
大
内
氏
の
半
済
政
策
は
笛
崎
宮
領
ま
で
及
び
、
那
珂
西
郷
は
人
給
分
を
除
く
社
領
が
大
村

宇
佐
宮
・
太
宰
府
天
満
宮
・
宮
崎
宮
の
寺
社
領
は
特
に
厚
い
保

丹
後
入
道
に
預
け
ら
れ
て
い
た
。

義
隆
期
に
な
る
と
、
天
文
五
年
十
月
、
大
府
宣
を
発
し
て
宮
崎
宮
境
内
・
同
社
領
の
守
護
使
入
部
を
停
止
し
、
宮
崎
神
領
段
銭
を
造
営

中
に
つ
き
免
除
し
た
。
天
文
六
年
三
月
十
五
日
に
太
万
・
神
馬
を
寄
進
し
て
以
降
、

ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
太
万
・
馬
を
寄
進
し
、
天
文
六

年
十
月
十
日
に
は
笛
崎
宮
宝
前
に
お
い
て
和
歌
を
詠
み
、
天
文
十
八
年
七
月
二
十
七
日
に
は
大
宮
司
采
女
正
に
「
正
」
の
字
を
与
え
て
い

る
。
ま
た
、
同
宮
の
造
営
に
際
し
て
は
、
家
臣
右
田
輿
実
・
門
司
依
親
を
派
遣
し
、
造
営
、
社
領
・
正
税
の
管
理
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の

訴
に
よ
っ
て
次
々
と
還
補
し
、
天
文
五
年
の
笛
崎
宮
領
間
数
注
文
に
よ
る
と
還
補
地
は
八
ケ
所
、

ほ
か
、
大
内
氏
家
臣
・
陪
臣
が
知
行
し
て
い
た
大
宮
司
領
高
木
村
・
大
宮
司
分
地
那
珂
西
郷
内
八
郎
町
、
社
領
那
珂
西
郷
等
を
社
家
の
愁

八
十
九
町
四
段
に
も
の
ぼ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
大
内
義
隆
は
一
貫
し
て
宮
崎
宮
及
び
同
宮
領
の
保
護
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
は
宮
崎
宮
に
対
す
る
義
隆
の
深
い
信
仰
を
物
語
っ
て

い
る
が
、
笹
崎
宮
領
を
公
領
化
す
る
な
ど
筑
前
圏
内
寺
社
領
の
強
引
な
収
公
政
策
を
と
っ
た
大
内
義
長
l
陶
晴
賢
政
権
と
は
性
格
を
異
に

し
て
い
る
。

①

住

吉

社

大
内
氏
と
住
吉
社
の
関
係
は
持
世
期
か
ら
検
出
さ
れ
る
。
永
享
五
年
九
月
、
伏
見
宮
領
筑
前
住
吉
は
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
安
富
定
範
に

毎
年
正
税
二
千
疋
で
代
官
請
負
が
な
さ
れ
た
。
文
安
二
年
十
月
、
大
内
氏
は
住
吉
社
再
輿
興
行
に
つ
き
、
筑
前
住
吉
社
上
下
神
官
所
司
供

僧
等
給
分
内
質
券
泊
却
之
地
に
関
し
て
、
造
営
中
は
土
貢
以
下
は
泉
福
寺
納
所
が
執
沙
汰
す
べ
き
こ
と
、
造
営
終
了
後
は
本
主
に
下
地
を

還
補
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
神
領
泊
却
を
禁
止
し
た
。
少
弐
氏
へ
の
守
護
職
還
補
後
も
大
内
氏
は
住
吉
社
の
造
営
に
関
与
し
、
質
券
泊
却

地
の
返
付
H
徳
政
を
実
施
し
て
い
る
。
応
仁
二
年
の
遺
明
船
に
際
し
て
は
、
住
吉
社
へ
も
太
万
が
寄
進
さ
れ
、
神
楽
が
奉
納
さ
れ
た
。
文

明
十
年
十
月
七
日
、
住
吉
新
神
主
満
若
が
任
職
御
礼
の
た
め
大
内
政
弘
に
太
万
・
鳥
目
を
進
上
し
、
父
新
三
郎
も
太
万
・
鳥
目
を
進
上
し



て
い
伝
中
文
明
十
三
年
二
月
十
三
日
に
は
大
内
被
官
安
富
房
行
が
、
住
吉
本
社
神
官
給
吉
留
名
を
宮
崎
政
延
に
安
堵
し
て
い
る
や

③
櫛
田
神
社

応
仁
二
年
の
遺
明
船
に
際
し
て
は
、
太
万
一
一
腺
が
寄
進
さ
れ
、
神
楽
が
奉
納
さ
れ
た
。
文
明
十
年
十
月
二
十
四
日
、
某
が
櫛
田
宮
内
祇

園
社
造
営
に
つ
き
勧
進
聖
の
任
命
と
奉
加
帳
の
調
進
を
大
内
政
弘
に
請
い
、
政
弘
は
同
二
十
六
日
、
奉
加
帳
に
判
を
加
え
、
千
疋
を
遣

し
、
門
司
宗
親
を
し
て
奉
行
せ
し
め
た
。
戦
国
期
に
は
櫛
田
社
は
大
友
氏
と
関
係
が
深
い
が
、
文
亀
三
年
に
は
櫛
田
宮
領
野
介
庄
三
町
四

段
大
等
の
半
済
分
が
大
内
被
官
に
宛
行
わ
れ
て
お
り
、
博
多
外
の
大
内
氏
領
内
に
あ
っ
た
同
宮
領
は
大
内
氏
の
支
配
に
属
し
、
半
済
政
策

の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

④ 

志
賀
海
神
社

志
賀
海
神
社
は
志
賀
明
神
と
も
い
い
、
海
神
を
祭
神
と
す
る
航
海
安
全
の
神
社
で
あ
っ
た
。
宝
徳
三
年
度
の
遺
明
船
が
博
多
を
出
発
し

て
志
賀
島
に
寄
り
文
珠
大
士
に
礼
し
て
お
り
、
寛
正
六
年
の
遺
明
船
に
際
し
て
は
太
万
一
腰
が
志
賀
海
神
社
に
寄
進
さ
れ
、
神
楽
が
奉
納

さ
れ
、
硫
黄
の
調
達
も
志
賀
島
で
な
さ
れ
一
郎
ド
天
文
八
年
三
月
五
日
博
多
を
出
帆
し
た
遺
明
船
一
行
は
志
賀
島
に
至
り
、
六
日
志
賀
明
神

神
前
で
祈
祷
を
行
な
い
、
三
月
十
七
日
出
船
し
た
。
以
上
の
事
実
は
、
志
賀
島
が
博
多
か
ら
海
洋
に
出
る
際
の
風
待
ち
の
場
所
で
あ
る
と

同
時
に
、
遺
明
船
出
発
の
際
に
は
志
賀
明
神
へ
の
航
海
安
全
の
祈
繭
が
恒
例
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

志
賀
海
神
社
は
永
享
十
一
年
に
大
内
持
世
が
再
興
し
た
と
い
う
所
伝
が
あ
る
が
、
大
内
氏
と
の
関
係
が
確
実
な
史
料
に
み
え
る
の
は
文

明
以
降
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
十
二
年
七
月
二
十
五
日
、
大
内
政
弘
は
志
賀
島
大
明
神
宝
前
な
ら
び
に
境
内
竹
木
採
用
を
禁
止
し
、

「
若
有
違
犯
之
族
者
、
可
処
厳
科
」
と
下
知
し
て
い
る
。
明
応
六
年
三
月
二
十
八
日
に
は
大
内
義
興
が
剣
・
馬
を
寄
進
し
、
天
文
十
一
年
六

月
二
十
八
日
に
は
大
内
義
隆
が
大
府
宜
で
宗
益
蔵
主
を
志
賀
社
宮
司
坊
職
に
補
任
し
、
天
文
十
七
年
七
月
二
十
九
日
に
は
同
じ
く
義
隆
が

太
万
・
馬
を
寄
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
文
八
年
に
志
賀
島
社
頭
が
大
破
し
た
時
、
大
内
氏
は
宮
司
坊
・
社
家
衆
に
対
し
て
子
細
を
言
上

す
る
よ
う
に
命
じ
、
同
年
十
月
十
七
日
、
聖
誕
が
大
内
氏
に
対
し
て
請
文
を
提
出
し
た
。
大
内
氏
が
当
社
に
対
し
て
手
厚
い
保
護
を
加
え

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

て
い
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
当
社
が
遺
明
船
派
遣
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ロ

寺

院

①

聖

福

寺

品
一
主
導
寺
文
章
一
八
月
十
三
日
飯
田
輿
秀
書
状
中
の
「
御
料
所
両
寺
」
は
同
文
書
一
（
天
文
七
年
）
六
月
廿
四
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
に
あ

る
「
聖
福
寺
・
承
天
寺
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
聖
福
寺
は
承
天
寺
と
並
び
、
当
時
の
博
多
を
代
表
す
る
禅
宗
寺
院
で

あ
っ
た
が
、
残
存
す
る
中
世
文
書
は
少
な
く
、
大
内
氏
と
の
関
係
も
あ
ま
り
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

永
享
十
二
年
十
月
十
五
日
、
大
内
持
世
は
幕
府
か
ら
「
聖
福
寺
興
行
之
事
」
が
命
じ
ら
れ
た
。
文
明
十
年
十
月
、
大
内
氏
奉
行
人
相
良

正
任
は
聖
福
寺
継
光
庵
に
お
い
て
「
正
任
記
」
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
大
内
政
弘
一
行
は
聖
福
寺
に
滞
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
善
導
寺
文
書
八
月
十
三
日
飯
田
輿
秀
書
状
に
「
御
料
所
両
寺
井
東
長
寺
事
、
諸
勢
在
津
之
時
者
寄
宿
歴
然
候
」
と
あ
る
記
事
と
符

一
五
二
四
年
〈
大
永
四
）
朝
鮮
に
赴
い
た
琉
球
使
臣
は
、
前
年
の
寧
波
の
乱
の
際
中
国
か
ら
つ
れ
て
来
ら
れ
た
唐
人
四
名
が
聖

福
寺
に
「
歴
宿
」
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
中
国

l
琉
球
｜
博
多
1
朝
鮮
の
有
機
的
関
係
が
知
ら
れ
、
東
ア
ジ

合
す
る
。

ア
世
界
に
お
け
る
博
多
の
位
置
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
天
文
七
年
の
遺
明
船
派
遣
に
際
し
て
は
、
聖
福
寺
塔
頭
新
箪
院
の
湖
心
石

鼎
が
透
明
正
使
と
な
っ
て
お
り
、
同
年
十
二
月
に
は
同
院
に
お
い
て
唐
船
祈
祷
の
た
め
の
大
般
若
経
転
読
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
遺
明
使

節
に
従
僧
と
し
て
随
行
し
た
僧
に
博
多
龍
華
庵
主
三
正
統
公
上
司
・
聖
福
寺
搭
頭
順
心
庵
の
崇
恕
ら
が
お
り
、
博
多
の
寺
院
は
大
内
氏
の

透
明
船
の
人
的
基
盤
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
聖
福
寺
は
承
天
寺
と
共
に
、
大
内
氏
が
博
多
に
要
脚
を
賦
課
し
た
時
も
課
役
免
除
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
文
明
十
五
年
九
月
十

八
日
に
は
大
内
氏
は
聖
福
寺
護
聖
院
に
対
し
て
早
良
郡
内
当
山
領
脇
山
三
町
分
山
之
口
札
銭
を
安
堵
し
て
い
る
。

①

承

天

寺

承
天
寺
も
聖
福
寺
同
様
「
御
料
所
」
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
と
の
関
係
は
、
永
享
十
年
八
月
二
十
七
日
、
大
内
持
世
が
承
天
寺
の
新
命
を



吹
嘘
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
文
明
十
年
十
月
当
時
の
筑
前
守
護
代
陶
弘
護
が
承
天
寺
を
宿
所
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
聖
福
寺
と
同
様
、
諸

勢
在
津
の
時
の
軍
勢
寄
宿
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
明
十
五
年
九
月
、
大
内
政
弘
は
僧
清
鑑
を
朝
鮮
に
遣
し
、
承
天

寺
復
興
の
援
助
を
請
い
、
綿
布
二
百
匹
等
が
回
賜
さ
れ
た
。
守
護
代
杉
興
長
は
承
天
寺
飢
野
間
・
高
宮
・
原
村
の
年
貢
が
滞
納
し
た
時
、

百
姓
に
請
文
を
提
出
さ
せ
、
寺
領
を
回
復
せ
し
め
た
。
永
正
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
、
足
利
義
組
が
駿
岳
元
市
に
公
帖
を
授
け
た
際
、

大
内
義
輿
は
こ
れ
を
遊
行
し
た
。
駿
岳
元
甫
は
天
文
七
年
度
の
遺
明
副
使
策
彦
周
良
と
交
流
が
あ
り
、
明
よ
り
帰
朝
の
際
に
は
白
沙
諸
教

三
冊
が
送
ら
れ
て
い
る
。
天
文
九
年
九
月
十
八
日
、
大
内
義
隆
は
後
奈
良
天
皇
の
病
平
総
祈
耐
を
承
天
寺
に
命
じ
た
。
天
文
二
十
一
年
九

月
十
八
日
大
内
義
長
安
堵
状
に
よ
る
と
、
大
内
義
隆
は
少
な
く
と
も
三
通
の
寺
領
宛
行
状
な
い
し
安
堵
状
を
承
天
寺
に
発
給
し
て
い
る
。

ま
た
、
聖
福
寺
の
項
で
の
ベ
た
よ
う
に
、
大
内
氏
の
要
脚
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。

③

妙

楽

寺

妙
楽
寺
は
元
来
対
外
交
渉
の
窓
口
で
あ
っ
た
博
多
北
浜
（
輿
浜
）
に
あ
っ
た
禅
宗
寺
院
で
あ
る
。
応
永
の
外
直
の
直
後
、
そ
の
真
相
究

明
の
た
め
幕
府
か
ら
正
使
と
し
て
朝
鮮
へ
派
遣
さ
れ
た
無
涯
売
促
は
妙
楽
寺
の
僧
で
あ
っ

U
P
宝
徳
三
年
度
の
透
明
船
は
兵
庫
・
尾
道
・

八
月
十
八
日
の
出
帆
ま
で
妙
楽
寺
に
宿
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
妙
楽
寺
は
対
外

赤
間
闘
を
経
て
翌
享
徳
元
年
正
月
五
日
博
多
に
到
着
し
、

交
渉
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
。

大
内
氏
と
の
関
係
と
し
て
は
、
文
明
十
年
十
月
三
日
、
興
浜
妙
楽
寺
の
唯
月
東
堂
が
、
大
内
氏
の
「
一
路
口
入
」
に
よ
り
身
体
無
事
と

な
り
、
そ
の
礼
の
た
め
大
内
政
弘
に
唐
走
・
胡
銅
の
香
炉
と
い
っ
た
輸
入
口
聞
を
進
上
し
た
こ
と
、
前
述
の
ご
と
く
同
年
十
月
十
四
日
か
ら

十
六
日
に
か
け
て
の
博
多
地
下
人
の
妙
楽
寺
乱
入
に
際
し
、
大
内
氏
が
馬
組
り
及
び
守
護
代
被
官
を
投
入
し
て
騒
ぎ
を
収
拾
し
た
こ
と
、

天
文
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
四
回
に
わ
た
り
妙
楽
寺
和
上
が
策
彦
周
良
を
訪
問
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
文
明
十

年
十
月
二
十
三
日
に
は
、
博
多
に
到
着
し
た
九
州
探
題
渋
川
教
直
の
息
万
寿
丸
が
妙
楽
寺
に
宿
し
て
い
引
ル

④ 

善
導
寺中世

後
期
の
博
多
と
大
内
氏
ハ
佐
伯
〉



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

四

文
明
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
善
導
寺
は
後
土
御
門
天
皇
の
勅
願
寺
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
内
氏
は
同
寺
に
対
し
て
厚
い
保
護
を
加

え
た
。
延
徳
二
年
十
一
月
十
五
日
、
大
内
政
弘
は
善
導
寺
に
対
し
諸
人
止
宿
停
止
の
禁
制
を
出
し
、
永
正
三
年
間
十
一
月
十
六
日
に
そ
れ

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
「
御
料
所
両
寺
」
で
あ
る
聖
福
寺
・
承
天
寺
で
さ
え
諸
勢
在
津
時
の
寄
宿
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

善
導
寺
の
寄
宿
停
止
は
破
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
寺
は
、
在
地
に
お
け
る
年
貢
・
本
役
銭
米
進
状
況
打
開
の
た
め
大
内
氏
の
祈

願
所
化
を
図
り
、
天
文
七
年
六
月
二
十
四
日
そ
れ
は
成
功
し
て
、
同
時
に
要
脚
免
除
、
耐
堂
物
利
倍
の
際
の
徳
政
禁
止
と
い
う
特
権
を
大

内
氏
か
ら
獲
得
し
（
切
善
導
寺
か
ら
大
内
氏
家
臣
へ
の
贈
物
が
木
純
・
初
脈
ザ
の
朝
鮮
及
び
南
海
産
の
輸
入
品
で
あ
る
の
も
、
貿
易
都
市

博
多
の
性
格
を
反
映
し
て
興
味
深
い
。

＠

称

名

寺

称
名
寺
は
土
居
道
場
と
も
称
さ
れ
、
元
来
博
多
輿
浜
に
あ
っ
た
時
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
戦
国
期
の
称
名
寺
は
大
友
氏
の
支
配
下
に
入
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
同
寺
が
大
友
氏
領
輿
浜
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

大
内
氏
と
の
関
係
と
し
て
は
、
文
明
十
年
十
月
、
大
内
政
弘
が
仁
保
盛
安
の
子
弘
名
の
頚
を
称
名
寺
門
前
に
掛
け
、
同
寺
に
対
し
て
千

疋
を
遺
し
て
供
養
せ
し
め
が
ご
と
が
知
ら
れ
る
。
大
内
氏
と
大
友
氏
が
軍
事
的
に
対
立
す
る
天
文
初
年
に
は
、
称
名
寺
は
開
陣
御
礼
の
た

め
山
口
に
参
上
し
て
大
内
義
隆
い
叶
面
凶
～
天
文
四
年
七
月
九
日
に
は
「
博
多
津
土
居
道
場
同
官
内
両
門
前
畑
在
家
怖
職
臥
以
下
諸
公
役
」

が
大
内
氏
か
ら
免
除
さ
れ
る
な
ど
、

一
時
的
に
大
内
氏
の
支
配
下
に
入
っ
た
。

＠

東

長

寺

前
述
の
よ
う
に
聖
福
寺
・
承
天
寺
と
同
様
、
東
長
寺
も
大
内
氏
か
ら
諸
勢
在
津
の
時
は
寄
宿
が
認
め
ら
れ
、
通
常
は
諸
人
寄
宿
が
停
止

さ
れ
て
い
た
。

⑦
堅
糟
薬
師

文
明
十
年
十
月
八
日
、
大
内
政
弘
は
竪
糟
薬
師
に
参
諸
し
、
馬
一
疋
を
寄
進
し
た
。
同
十
二
日
に
は
大
上
様
御
祈
躍
の
た
め
同
薬
師
に



千
灯
を
奉
納
し
た
。

＠ 

長
橋
観
音

文
明
十
年
十
月
十
八
日
、
大
内
政
弘
は
博
多
長
橋
観
音
宝
前
に
お
い
て
普
門
品
三
十
三
巻
を
読
諭
せ
し
め
、
施
物
百
疋
を
遺
し
た
。
同

二
十
八
日
に
は
、
長
橋
荒
神
に
お
い
て
当
神
経
七
巻
・
心
経
三
百
三
十
三
巻
・
神
冗
一
反
を
読
翻
せ
し
め
、

る

施
物
百
疋
を
寄
進
し
て
い

．＆． ，、
課

役

次
に
博
多
に
対
す
る
大
内
氏
の
謀
役
を
検
討
す
る
。

イ

要

脚

大
内
氏
は
文
明
十
年
十
月
、
京
都
御
礼
物
己
下
御
用
と
し
て
宮
崎
地
下
・
博
多
津
に
対
し
て
各
千
貫
文
宛
を
賦
課
し
た
。
永
享
二
年
に

大
内
盛
見
が
幕
府
に
上
進
し
た
幕
府
料
国
筑
前
国
の
年
貢
は
二
十
万
疋
（
二
千
賀
文
〉
で
あ
っ
た
し
、
天
文
五
年
に
大
内
氏
が
筑
前
一
国

へ
賦
課
し
た
段
銭
は
三
千
貫
文
で
あ
っ
た
。
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
博
多
津
中
の
負
担
分
千
貫
文
は
筑
前
一
一
国
の
年
貢
の
二

分
の
一
、
段
銭
の
三
分
の
一
に
達
す
る
ほ
ど
高
額
で
あ
っ
た
。
宮
崎
の
分
と
合
せ
る
と
、
筑
前
一
国
の
年
貢
全
額
に
匹
敵
し
、
段
銭
の
三

分
の
こ
に
あ
た
る
。
農
村
に
対
す
る
都
市
の
圧
倒
的
な
経
済
的
優
位
性
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
大
内
氏
に
と
っ
て
の
博
多
は
、
単
に

対
外
交
渉
の
拠
点
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
直
接
的
な
経
済
的
基
盤
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

ロ

寺
社
領
へ
の
課
役

博
多
寺
社
の
所
領
に
対
す
る
大
内
氏
の
姿
勢
は
領
国
全
体
の
寺
社
領
に
対
す
る
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
典
型
的
に
表
わ
れ
た

の
が
宮
崎
宮
で
あ
る
。
同
宮
領
に
対
し
て
大
内
氏
は
、
段
銭
賦
謀
、
代
官
前
れ
に
よ
る
給
地
化
、
半
済
に
よ
る
収
公
等
を
行
な
っ
て
い

（
加
）
る
。
こ
れ
ら
は
戦
国
期
の
大
内
氏
の
寺
社
領
に
対
す
る
基
本
政
策
で
あ
っ
た
。
ほ
か
の
博
多
の
寺
社
も
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
り
、
段

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
〉

五



中
世
後
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と
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伯
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一
六

銭
・
諸
天
役
・
城
役
等
の
諸
課
役
が
賦
課
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

，、

軍
勢
寄
宿

聖
福
寺
・
承
天
寺
・
善
導
寺
・
東
長
寺
等
の
寺
院
へ
の
軍
勢
寄
宿
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
の
で
再
述
し
な
い
。

文
明
十
年
十
月
、
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
と
相
諭
し
た
陶
弘
護
被
官
弘
中
源
四
郎
は
博
多
の
地
下
人
の
家
に
宿
し
て
お
り
、
山
鹿
が
弘
中

の
宿
主
を
路
次
に
お
い
て
珠
載
し
た
こ
と
が
相
論
の
発
端
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
の
軍
勢
寄
宿
は
寺
院
の
み
な
ら
ず
博
多
の
町
屋
に
も
及
ん

だ
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
遺
明
副
使
策
彦
周
良
は
博
多
龍
華
庵
に
滞
在
し
て
お
り
、
「
策
彦
入
明
記
」
中
に
も
「
孤
竹
旅
屋
」
、
「
通

（

山

〉

（

川

）

（

山

）

（

吉

見

正

頼

〉

（

山

）

（

川

V

事
藤
左
衛
門
旅
屋
」
、
「
新
四
郎
旅
屋
」
、
「
釣
雲
旅
屋
」
、
「
吉
治
旅
屋
」
、
「
山
田
掃
部
助
旅
屋
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遺
明
船
関
係
者
も
博
多

の
寺
院
・
町
屋
に
寄
宿
し
て
い
た
。

大
山
口
夫
・
小
山
口
夫

天
文
十
二
年
の
奥
書
を
持
つ
聖
福
寺
蔵
『
安
山
借
屋
牒
』
は
、
聖
福
寺
が
寺
得
分
確
保
の
た
め
に
支
配
下
の
博
多
内
屋
敷
の
検
地
を
行

な
い
、
そ
の
借
屋
主
と
間
口
の
間
数
を
確
定
し
、
地
料
・
山
口
夫
・
小
夫
銭
の
上
納
分
を
決
定
し
た
史
料
で
あ
る
。
豊
田
武
氏
は
『
安
山

借
屋
牒
』
に
基
づ
き
、
「
博
多
の
東
部
聖
福
寺
の
寺
領
に
属
す
る
中
小
路
・
魚
町
等
の
住
民
は
年
に
二
度
山
口
へ
夫
役
を
勤
め
て
い
る
」

と
さ
れ
、
山
口
夫
を
山
口
へ
の
夫
役
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
私
も
豊
田
氏
同
様
、
こ
の
山
口
夫
を
博
多
在
家
の
山
口
H
大
内
氏
へ
の
夫
役

の
代
銭
納
化
し
た
も
の
と
規
定
し
た
い
。

一ま
ず
中
小
路
の
一
軒
分
を
例
示
し
よ
う
。

「
一
間

地
料
百
八
十
八
文

山
口
夫
十
九
文

両
度
品
川
八
文

藤
左
衛
門
小
夫
銭
十
三
文
五
度
六
十
五
文

以
上
二
百
九
十
一

文
L 

間
口
一
聞
の
屋
敷
に
住
む
藤
左
衛
門
に
は
地
料
百
八
十
八
文
、
山
口
夫
は
一
度
分
十
九
文
の
両
度
三
十
八
文
、
小
夫
銭
一
度
分
十
三
文
の

五
度
六
十
五
文
で
、
合
計
二
百
九
十
一
文
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
汚
い
る
。
こ
の
『
安
山
借
屋
牒
』
は
町
毎
に
間
数
・
常
住
納
地



料
・
給
分
・
大
山
口
夫
・
小
山
口
夫
を
集
計
し
、
帳
末
に
そ
れ
ら
の
総
計
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
帳
記
載
の
ま
ま
表
に
し
た
の
が

表

ωで
あ
る
。
中
小
路
の
屋
敷
七
七
軒
分
の
「
山
口
夫
」
の
合
計
は
四
貫
八
七
六
文
で
表

ωの
「
大
山
口
夫
」
の
額
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

し
、
「
小
夫
銭
」
の
合
計
は
七
貫
四
四

O
文
で
表

ωの
「
小
山
口
夫
」
の
額
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
つ
ま
り
山
口
夫
は
大
山
口
夫
と
同
義
で

年
二
回
賦
課
さ
れ
、
小
夫
銭
は
小
山
口
夫
と
同
義
で
年
五
回
賦
課
さ
れ
た
。
聖
福
寺
側
が
そ
の
集
計
を
町
毎
及
び
寺
領
全
体
で
行
な
っ
て

い
る
こ
と
は
、
聖
福
寺
が
一
円
一
夫
銭
を
住
人
か
ら
徴
収
し
、
山
口
の
大
内
氏
に
一
括
し
て
上
納
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

表（1)

町 ι里数｜地料｜大山~~~竺
竺／ 101r .. , 3 尺 5寸直也竺~三1~竺
普賢堂 152間2尺5寸

外窪少路｜ 61間2尺5寸

瞥板 I120問中

魚之町｜ 63間5尺

中屋敷｜ ー

計 I464間

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

さ
て
こ
こ
で
、
博
多
全
体
で
大
内
氏
の
山
口
夫
の
賦
課
額
が
い
く
ら
に
な
る
か
を
概
算

し
て
み
よ
う
。
大
山
口
夫
と
小
山
口
夫
の
合
計
が
四
五
貫
八
四

O
文
、
『
安
山
借
屋
牒
』

記
載
の
山
口
夫
負
担
分
屋
敷
数
は
二
八
四
戸
、
当
時
の
博
多
の
戸
数
の
概
数
が
一

0
0
0

0
戸
で
あ
る
。
山
口
夫
の
合
計
を
負
担
分
屋
敷
数
で
割
り
、
そ
れ
に
戸
数
一

0
0
0
0を

掛
け
合
せ
る
と
約
一
六
一
四
貫
八
五
文
と
い
う
数
字
が
で
る
。
こ
の
ほ
か
油
座
文
書
に
よ

る
と
大
内
氏
は
博
多
屋
敷
諸
公
事
役
を
賦
課
し
て
い
た
。

ホ

博
多
入
船
公
事

文
明
十
一
年
十
一
月
、
筑
前
守
護
代
陶
弘
護
の
被
官
野
上
景
郷
は
、
対
馬
の
船
頭
高
尾

氏
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
書
状
を
出
し
た
。

於
当
津
奥
浜
入
船
公
事
之
事
、
役
人
前
民
部
入
道
申
合
候
、
然
ハ
於
以
後
ハ
、
公
事
銭

不
可
有
其
沙
汰
候
、
海
上
之
事
ハ
、
以
前
被
遺
折
紙
候
き
、
是
又
不
可
有
相
違
儀
也
、

恐
憧
謹
言
、

文
明
十

野
カ
ミ
備
前
守

七
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世
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多
と
大
内
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伯
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入

十
一
月
二
十
五
日

景
郷
（
花
押
〉

対
馬
船
頭
高
尾
五
郎
左
衛
門
尉
と
の
へ

（ 

118 

対
馬
船
の
博
多
奥
浜
（
興
浜
〉
へ
の
入
船
公
事
（
津
料
）
は
役
人
前
民
部
入
道
と
申
し
合
せ
て
免
除
す
る
と
い
う
内
容
の
公
事
免
許
状
で

あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
「
当
津
奥
浜
入
船
公
事
」
の
徴
収
者
と
し
て
「
役
人
」
前
民
部
入
道
が
あ
り
、
そ
の
公
事
免
除
権
を
筑
前
守
護
代

が
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

当
津
船
公
事
己
下
、
依
被
申
子
細
候
、
令
免
許
候
、
於
以
後
、
柳
不
可
相
違
之
儀
候
、
何
如
件
、

永
正
七
年

庚
午
五
月
吉
日

輿
朝
（
花
押
〉

篠
崎
平
左
衛
門
尉
殿

119 

本
史
料
の
「
当
津
」
も
前
史
料
同
様
博
多
と
考
え
ら
れ
る
。
大
内
被
官
と
考
え
ら
れ
る
輿
朝
な
る
人
物
が
対
馬
商
人
篠
崎
平
左
衛
門
尉
の

博
多
津
船
公
事
を
免
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

難
未
申
通
候
、
以
次
令
申
候
、
伺
博
多
津
御
領
内
之
仁
山
田
又
左
衛
門
尉
対
当
島
慮
外
之
公
事
申
懸
候
、
定
其
聞
候
哉
、
可
然
之
様
預

御
分
別
候
者
、
弥
御
入
魂
所
仰
候
、
次
太
万
一
腰
令
進
入
之
候
、
併
表
御
祝
儀
候
、
猶
期
御
音
之
時
候
、
恐
々
謹
言
、

〔

享

禄

ニ

可

）

（

宗

）

十

月

廿

六

日

盛

廉



（
興
秀
）

飯
田
石
見
守
殿

（

m〉

博
多
津
領
内
の
仁
で
あ
る
山
田
又
左
衛
門
尉
が
、
当
島
〈
対
馬
）
船
に
対
し
て
「
慮
外
之
公
事
」
を
賦
課
し
た
た
め
、
そ
の
執
り
成
し
を

博
多
代
官
飯
田
輿
秀
に
依
頼
し
た
対
馬
守
護
代
宗
盛
廉
の
書
状
で
あ
る
。
こ
の
山
田
又
左
衛
門
尉
は
先
の
公
事
免
許
状
を
発
給
し
た
輿
朝

と
同
一
人
物
か
も
し
れ
な
い
。
高
尾
や
篠
崎
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
対
馬
商
人
の
博
多
入
港
の
際
に
は
自
由
通
行
（
公
事
免
除
〉
が
大

内
氏
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
の
を
、
山
田
が
新
た
に
公
事
を
賦
課
し
た
た
め
に
対
馬
商
人
と
山
聞
の
聞
に
摩
擦
が
生
じ
、
こ
の
書
状
が
対

馬
側
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
ご
と
く
事
例
は
僅
少
で
あ
る
が
、
大
内
氏
が
博
多
に
入
船
す
る
船
に
対
し
て
博
多
津

入
船
公
事
を
賦
課
し
、
「
役
人
」
前
民
部
入
道
や
山
田
又
左
衛
門
尉
が
そ
の
徴
収
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
文
明
期
に
は
守
護
代
の

管
轄
で
あ
っ
た
も
の
が
、
享
禄
二
年
の
段
階
で
は
博
多
代
官
の
管
轄
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

次
に
検
討
し
た
い
の
は
文
明
十
一
年
の
史
料
に
み
え
る
「
当
津
奥
浜
入
船
公
事
」
の
問
題
で
あ
る
。
博
多
輿
浜
は
、
元
弘
三
年
八
月
二

十
八
日
建
武
政
権
よ
り
「
勲
功
之
賞
」
と
し
て
大
友
貞
宗
に
与
え
ら
れ
て
以
来
大
友
氏
領
で
あ
っ
た
。
室
町
期
に
は
田
原
貞
成
が
興
浜
代

官
に
補
任
さ
れ
、
輿
浜
は
大
友
氏
の
対
外
交
渉
、
特
に
朝
鮮
貿
易
の
拠
点
と
な
る
。
大
友
氏
に
と
っ
て
重
要
な
所
領
で
あ
っ
た
博
多
輿
浜

入
船
公
事
を
文
明
十
一
年
の
段
階
で
何
故
に
大
内
氏
側
が
徴
収
、
免
除
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

博
多
輿
浜
事
、
前
々
以
来
、
准
守
護
領
、
天
役
公
事
以
下
令
催
勤
仕
候
処
、
近
年
令
違
背
候
、
当
津
代
官
之
所
存
候
哉
、
地
下
仁
造
意

（
光
讃
）

候
哉
、
不
可
然
候
、
如
先
規
被
加
下
知
侯
者
可
為
肝
要
候
旨
、
対
勝
光
寺
西
堂
円

U
可
被
申
談
由
候
、
恐
々
謹
言
、

（
文
亀
克
司
じ
月
二
十
七
日
）
（
龍
崎
道
州
）

門川
1
1一
円

川

U

（
山
綱
〉

神
代
紀
伊
守
殿
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中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

九



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

二

O

本
史
料
に
よ
る
と
、
大
友
氏
領
博
多
輿
浜
は
大
内
氏
の
守
護
領
に
準
ず
る
形
で
、
天
役
公
事
以
下
は
大
内
氏
側
が
賦
課
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
「
催
勤
仕
」
す
の
は
博
多
代
官
で
あ
っ
た
。
で
は
興
浜
入
船
公
事
の
徴
収
権
も
天
役
公
事
同
様
、
本
来
的
に
大
内
氏
側
に
帰
属
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

態
以
使
者
被
申
入
候
、
何
於
博
多
津
御
領
分
対
当
島
之
売
船
公
事
被
仰
懸
候
由
其
聞
候
、
風
説
候
哉
、
不
及
分
別
候
、
為
可
被
承
急
度

被
申
候
、
商
買
仁
多
々
一
逗
留
仕
候
問
、
自
然
柳
爾
之
儀
候
哉
、
万
可
預
御
取
合
候
、
奉
頼
候
、
（
中
略
）
猶
委
細
立
石
彦
五
郎
方
可
被

申
候
、
恐
々
謹
言
、

（
事
禄
二
年
）

九
月
七
日
（
観
迎
）

日
杵
安
芸
守
股

盛
廉

参
御
宿
所
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こ
こ
で
い
う
「
博
多
津
御
領
分
」
と
は
大
友
氏
領
博
多
興
浜
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
大
友
氏
側
が
対
馬
商
船
に
対
し
て
博
多

輿
浜
に
お
い
て
公
事
を
賦
課
し
た
の
で
あ
る
。
宗
氏
側
は
立
石
彦
五
郎
を
博
多
に
派
遣
し
、
「
長
々
在
津
」
さ
せ
て
大
友
氏
側
と
交
渉
し

た
結
果
、
志
摩
郡
代
日
杵
親
連
等
の
執
り
成
し
も
あ
り
、
翌
享
禄
三
年
五
月
無
事
落
着
し
た
。
宗
氏
側
が
「
自
他
至
望
之
至
候
」
「
千
秋

万
歳
候
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
馬
船
の
大
友
氏
領
博
多
輿
浜
入
船
公
事
の
免
除
が
大
友
氏
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
大
友
氏
も
輿
浜
入
船
公
事
を
徴
収
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
徴
収
機
は
本
来
飢
主
で
あ
る
大
友
氏
に
帰
属
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
文
明
十
一
年
の
段
階
は
大
内
氏
が
筑
前
を
回
復
し
た
直
後
で
あ
り
、
大
友
氏
の
公
事
徴
収
権
を
大
内
氏
側
が
強
引
に
奪
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
戦
国
期
に
は
大
内
氏
と
大
友
氏
は
度
々
敵
対
し
て
お
り
、
そ
の
度
毎
に
博
多
興
浜
を
め
ぐ
る
両
者
の
争
奪
戦
が
展
開
さ
れ
、

多
く
は
大
内
氏
の
有
に
帰
し
た
。
両
氏
和
睦
（
天
文
七
年
）
後
の
天
文
九
年
に
お
け
る
大
友
氏
の
重
大
関
心
事
の
一
つ
が
「
博
多
津
浜

口
」
で
あ
り
、
天
文
十
二
年
に
至
っ
て
も
大
内
氏
に
よ
る
博
多
輿
浜
の
押
領
が
続
き
、
大
友
氏
は
室
町
幕
府
権
力
に
依
拠
し
て
そ
の
押
領



を
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
究
極
的
に
は
大
内
氏
側
は
輿
浜
の
領
有
（
押
領
〉
・
天
役
公
事
の
確
保
・
同
入
船

公
事
の
押
務
を
意
図
し
、
大
友
氏
側
は
輿
浜
の
領
有
確
保
・
天
役
公
事
の
対
拝
・
同
入
船
公
事
の
確
保
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
の
関
係
を
史
料
に
即
し
て
の
ベ
て
き
た
。
以
下
そ
れ
を
要
約
す
る
。

一
、
大
内
氏
の
対
外
貿
易
は

ω朝
鮮
貿
易
（
応
永
末

i
文
安
期
）
↓

ω明
貿
易
（
宝
徳
l
寛
正
期
〉
↓

ω朝
鮮
貿
易
ハ
文
明
J
延
徳
期
〉
↓

ω明
貿
易
（
永
正
J
天
文
期
）
と
重
点
が
推
移
し
た
。

ωは
細
川
氏
H
堺
商
人
の
日
明
貿
易
独
占
に
よ
る
代
替
貿
易
的
性
格
を
持
ち
、

ω↓
ωへ
の
転
換
の
背
景
に
は
日
明
・
日
朝
・
南
海
貿
易
の
拠
点
た
る
博
多
の
掌
握
が
あ
っ
た
。
ま
た
大
内
氏
は
天
文
七
年
の
遺
明
船

派
遣
に
際
し
博
多
の
港
湾
整
備
を
行
な
っ
た
。

二
、
博
多
商
人
を
対
外
貿
易
の
基
盤
と
し
た
大
内
氏
は
、
宮
崎
宮
泌
座
神
人
・
政
所
で
日
明
貿
易
商
人
で
あ
っ
た
奥
堂
氏
の
博
多
屋
敷
諸

公
事
役
・
油
役
諸
公
事
を
免
除
し
、
貿
易
商
人
で
大
陸
系
の
鉱
業
技
術
の
輸
入
も
図
っ
た
神
屋
氏
を
日
明
貿
易
及
び
領
圏
内
の
鉱
山
開

発
に
利
用
し
た
。

三
、
筑
前
守
護
と
し
て
の
大
内
氏
は
博
多
・
箱
崎
に
対
し
て
検
断
権
を
有
し
た
。

四
、
博
多
の
鍛
冶
・
筆
結
・
瓦
土
・
番
匠
等
の
手
工
業
者
と
大
内
氏
の
関
係
は
、
臨
時
的
な
製
品
上
納
、
社
寺
造
営
へ
の
利
用
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
大
内
氏
は
家
臣
讃
井
氏
を
派
遣
し
て
博
多
鋳
物
師
支
配
を
行
な
っ
た
。

五
、
大
内
氏
と
博
多
津
内
社
寺
と
の
関
係
は
盛
見
期
か
ら
所
見
が
あ
る
。
持
世
期
に
は
家
臣
の
代
官
請
負
、
寺
院
の
興
行
、
新
命
吹
挙
を

行
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
い
ず
れ
も
室
町
幕
府
が
関
与
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
行
為
は
室
町
幕
府
H
守
護
体
制
の
枠
内
で
の
行
為
で
あ

っ
た
。
教
弘
期
に
は
社
寺
造
営
中
の
徳
政
、
禁
制
発
布
を
行
な
い
、
寺
社
側
も
祈
鵡
巻
数
・
太
万
等
を
進
上
し
た
。
政
弘
期
に
は
鎖
国

支
配
の
再
編
強
化
と
も
関
わ
っ
て
、
社
寺
へ
の
参
詣
、
寄
進
、
禁
制
発
布
、
社
官
の
補
任
、
造
営
援
助
、
所
領
・
得
分
の
安
堵
、
寺
領

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
ハ
佐
伯
〉



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

の
代
官
請
負
等
々
関
係
が
深
化
し
た
。
寺
社
領
の
代
官
請
負
は
家
臣
団
へ
の
得
分
給
与
に
も
な
っ
て
お
り
、
寺
社
領
を
大
内
氏
の
知
行

制
に
包
摂
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
た
点
で
そ
の
意
義
は
大
き
い
。
義
輿
期
に
は
寺
社
領
の
半
済
、
寄
進
、
寄
宿
停
止
、
要
脚
免
除
、
公

帖
遵
行
等
を
行
な
っ
て
い
る
。
特
に
博
多
寺
社
領
の
半
済
政
策
は
大
内
氏
の
全
領
国
的
な
政
策
の
一
環
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
義
隆
期

に
は
守
護
使
入
部
停
止
、
造
営
、
寄
進
、
給
地
化
し
た
社
領
の
還
補
、
所
職
の
補
任
、
祈
祷
命
令
、
寺
領
宛
行
・
安
堵
、
要
脚
・
公
役

免
除
、
徳
政
禁
止
、
寺
得
分
の
保
全
等
を
行
な
っ
た
。
総
じ
て
寺
社
保
護
の
方
向
が
顕
著
で
あ
り
、
知
行
制
の
面
か
ら
み
る
と
後
退
し

て
い
る
。

六
、
聖
福
寺
・
承
天
寺
・
妙
楽
寺
等
の
禅
宗
寺
院
と
の
深
い
関
係
の
背
景
に
は
大
内
氏
の
対
外
貿
易
が
あ
っ
た
。

七
、
大
内
氏
の
博
多
へ
の
謀
役
は
、
都
市
博
多
の
経
済
的
発
展
を
反
映
し
、
箱
崎
分
ま
で
合
せ
る
と
筑
前
一
国
の
年
貢
高
に
匹
敵
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
博
多
は
大
内
氏
の
直
接
的
な
経
済
的
基
盤
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
大
山
口
夫
・
小
山
口
夫
な
る
夫
役
を
代

銭
納
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
軍
勢
在
津
あ
る
い
は
遺
明
使
節
在
津
時
に
は
寺
院
・
町
屋
へ
の
寄
宿
が
な
さ
れ
た
。

八
、
大
内
氏
は
博
多
へ
入
港
す
る
船
に
対
し
入
船
公
事
を
賦
課
し
た
。
特
に
大
友
氏
領
博
多
輿
浜
へ
は
天
役
賦
課
の
ほ
か
、
輿
浜
入
船
公

事
の
徴
収
、
興
浜
の
押
領
を
企
て
、
大
友
氏
と
の
聞
で
確
執
が
あ
っ
た
。

換
言
す
る
と
、
中
世
後
期
の
博
多
は
、
対
外
交
渉
、
商
工
業
の
発
展
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
有
す
る
富
・
人
・
物
・
技
術
を
大
内
氏

に
供
給
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

〔注〕（
1
〉

ハ
2
〉

（

S
〉

川
添
昭
二
「
古
代
・
中
世
の
博
多
」
（
同
氏
『
中
世
九
州
の
政
治
と
文
化
』
第
二
章
）
五
五
頁
。

田
中
健
夫
『
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
六
三
頁
。

川
添
昭
二
「
古
代
・
中
世
博
多
研
究
文
献
目
録
」
（
『
九
州
中
世
史
研
究
』
第
三
輯
）
参
照
。
な
お
以
下
の
研
究
史
の
整
理
に
お
い
て
は
豊
臣
期
の

博
多
及
び
博
多
商
人
研
究
は
除
外
し
た
。



（

4
）
 

こ
の
分
野
で
の
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
中
村
栄
孝
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
、
小
葉
田
淳
『
中
世
史
日
支
通
交
貿
易

史
の
研
究
』
、
田
中
健
夫
『
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
、
同
氏
『
中
世
対
外
関
係
史
』
等
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
た
博
多
及
び
博
多
商
人
の
対

外
交
渉
を
考
察
し
た
論
考
も
多
い
。

注（
1
）
参
照
。

西
村
圭
子
「
大
友
氏
末
期
に
お
け
る
筑
前
支
配
形
態
の
変
遷
」
（
『
大
類
伸
博
土
喜
寿
記
念
史
学
論
文
集
』
〉
、
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
特
権
商
人
の

性
格
｜
博
多
商
人
を
中
心
と
し
て

l
」
（
『
史
州
』
創
刊
号
〉
、
「
戦
国
時
代
の
都
市
自
治
と
そ
の
限
界
」
（
『
歴
史
教
育
』
ロ

1
8）
、
「
戦
国
期
都
市

形
成
の
視
点
｜
筑
前
博
多
に
つ
い
て
｜
」
（
『
史
州
』

ω号）。

『
史
淵
』
一

O
五
・
一

O
六
合
併
号
、
一

O
九
輯
所
収
。

泉
澄
一
『
堺
と
博
多
戦
国
の
豪
商
』
。

武
野
要
子
『
博
多
の
豪
商
』
。

小
葉
田
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
、
柏
原
昌
一
ニ
「
日
明
勘
合
貿
易
に
於
け
る
細
川
・
大
内
二
氏
の
抗
争
」

H
l回
（
『
史
学
雑
誌
』

お
｜
9
1
M
m
1
3
）。

田
中
健
夫
「
日
鮮
貿
易
に
お
け
る
博
多
商
人
の
活
動
」
（
『
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
）
、
川
添
昭
二
「
九
州
探
題
と
日
朝
交
渉
」
（
『
西
南
地
域
史

研
究
』
第
一
輯
）
。

小
葉
田
淳
『
日
本
鉱
山
史
の
研
空
』
一
一
二
二
頁
。

松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
朝
鮮
貿
易
研
究
序
説
」
（
同
氏
編
『
内
海
地
成
社
会
の
史
的
研
究
』
）
所
収
の
大
内
氏
対
鮮
交
渉
史
年
表
、
献
納
及
び
回
賜

品
表
。
小
楽
団
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
第
三
章
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
義
弘
期
か
ら
政
弘
期
ま
で
」
（
『
九
州
中
世
史
研
究
』
第
一
輯
）
。

「
策
彦
入
明
記
」
天
文
八
年
正
月
二
十
八
日
条
（
牧
田
諦
亮
編
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
上
巻
所
収
）
。

中
村
栄
孝
「
厳
島
大
願
寺
僧
尊
海
の
朝
鮮
紀
行
」
（
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
上
巻
）
。

小
葉
国
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
。

長
沼
賢
海
「
箱
崎
及
び
大
山
崎
油
座
」
（
同
氏
『
日
本
海
事
史
研
究
』
〉
、
拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
」
二
六
七

l
二
六
九
、
三
一
入
頁
。

享
禄
五
年
、
大
内
氏
が
コ
E

同
麗
人
帰
国
之
儀
」
に
つ
き
渡
船
の
調
達
を
宗
氏
に
依
頼
し
た
時
、
対
馬
守
護
代
宗
盛
廉
は
陶
興
一
一
に
対
し
て
「
猶
奥

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
〉

（

8
〉

（

9
）
 

（叩）

（

U
〉

（

mu〉

（

時

）
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中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
〈
佐
伯
〉

二
四
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左
衛
門
大
夫
方
可
被
申
閥
、
令
省
略
候
」
と
の
べ
て
い
る
（
「
大
永
享
禄
之
比
御
状
弁
書
状
之
跡
付
」
一
一
一
一
一
号
ハ
享
禄
五
年
）
七
月
二
十
三
日

宗
盛
厳
書
状
、
田
中
健
夫
『
対
外
関
係
と
文
化
交
流
』
所
収
）
。
こ
の
奥
左
衛
門
大
夫
が
も
し
博
多
商
人
奥
堂
左
衛
門
大
夫
と
同
一
人
で
あ
る
と

す
る
と
、
奥
堂
氏
が
こ
の
時
の
「
高
麗
人
帰
国
」
に
関
与
し
、
大
内
氏
・
陶
氏
と
宗
氏
の
闘
に
立
っ
て
対
馬
に
赴
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
奥
堂
氏
の
対
馬
と
の
商
業
取
引
H
朝
鮮
貿
易
へ
の
間
接
的
関
与
が
そ
の
背
景
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
策
彦
入
明
記
」
。

「
策
彦
入
明
記
」
天
文
七
年
十
二
月
二
十
八
日
条
。

小
業
団
淳
『
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』

E
石
見
銀
山
。

同
前
一
五
四
頁
。

『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
上
巻
所
収
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
」
二
八
八
頁
。

「
正
任
記
」
同
日
条
（
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
・
博
多
史
料
』
続
中
世
編
口
所
収
）
。

「
正
任
記
」
同
日
条
。

「
策
彦
入
明
記
」
同
日
条
。

同
前
。

小
野
晃
嗣
『
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
』
、
豊
田
武
『
増
訂
中
世
日
本
商
業
史
の
研
究
』
、
小
葉
回
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
。

九
州
史
料
叢
書

ω
（
一
二
木
俊
秋
校
訂
）
。

中
村
雄
三
「
建
築
業
」
（
豊
田
武
編
『
産
業
史
』

I
第
五
章
、
体
系
日
本
史
叢
書
〉
。

天
文
四
年
七
月
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
上
巻
一
一
一
一

O
頁〉。

聖
福
寺
文
書
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
」
三
一
一
一
一
一
頁
。

「
正
任
記
」
。

『
防
長
風
土
注
進
案
』
一
一
一
巻
一
一
一
九
頁
。

福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
所
蔵
青
柳
種
信
資
料
「
太
宰
府
御
供
屋
蔵
古
文
書
」
所
収
（
天
文
十
八
年
カ
）
三
月
二
十
一
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
。

真
継
文
書
一
一
七
号
（
名
古
屋
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
編
『
中
世
鋳
物
師
史
料
』
）
。
本
文
書
の
年
代
は
、
相
良
武
任
の
山
口
出
奔
H
天
文
十
九
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年
九
月
十
六
日
以
降
、
大
内
義
経
の
滅
亡
H
天
文
二
十
年
九
月
－
日
以
前
の
史
料
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
天
文
十
九
年
に
比
定
し
た
。

『
中
世
鋳
物
師
史
料
』
解
題
二
八
三
頁
。

恵
良
宏
「
得
地
保
関
係
資
料
及
び
讃
井
家
文
書
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
二
六
号
）
。

山
口
県
文
書
館
蔵
興
隆
寺
文
書
応
安
七
年
八
月
十
日
氷
上
山
上
宮
上
棟
御
馬
注
文
に
「
讃
井
入
道
」
の
名
が
あ
る
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
十
八
日
条
。

真
継
文
書
九
七
号
。

真
継
文
書
九
五
号
。

田
村
文
書
七
八
号
（
『
笛
崎
宮
史
料
』
所
収
）
。

田
村
文
書
七
九
号
。

田
村
文
書
八

O
号。

「
戊
子
入
明
記
」
（
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
上
巻
所
収
〉
。

「
正
任
記
」
。

石
清
水
文
書
三
九
八
号
（
『
宮
崎
宮
史
料
』
所
収
。
な
お
文
書
番
号
は
『
包
崎
宮
史
料
』
の
も
の
で
あ
る
）
0

田
村
文
書
八
三
号
。

青
柳
種
信
資
料
「
太
宰
府
満
盛
院
古
証
文
写
」
所
収
文
亀
三
年
九
月
六
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
。

以
上
『
笛
崎
宮
史
料
』
。

『
看
開
御
記
』
永
享
五
年
九
月
十
日
、
同
十
二
日
条
。

住
吉
神
社
文
書
文
安
二
年
十
月
十
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
。

「
戊
子
入
明
記
」
。

「
。
正
任
記
」
。

住
吉
神
社
文
書
。

「
戊
子
入
明
記
」
。

「
正
任
記
」
。

櫛
田
神
社
文
書
、
恵
良
文
書
天
文
九
年
七
月
二
十
八
日
手
日
記
（
『
増
訂
編
年
大
友
史
料
』
一
七
巻
二
ハ

O
頁）。

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

二
五
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「
允
彰
入
唐
記
」
（
『
続
史
籍
集
覧
』
一
）

「
戊
子
入
明
記
」
。

「
策
彦
入
明
記
」
。

『
筑
前
回
続
風
土
記
』
一
一
入
頁
。

志
賀
海
神
社
所
蔵
文
書
（
『
史
観
』
第
河
冊
所
収
）
。

以
上
、
志
賀
海
神
社
文
書
。

『
博
多
善
導
寺
所
蔵
文
化
財
』
所
収
善
導
寺
文
書
。

『
蔭
涼
軒
目
録
』
同
日
条
。

「
正
任
記
」
。

「
李
朝
実
録
」
中
宗
十
九
年
九
月
葵
亥
条
。

「
策
彦
入
明
記
」
天
文
七
年
十
二
月
十
八
日
条
。

善
導
寺
文
書
天
文
七
年
六
月
二
十
四
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
。

霊
福
寺
文
書
同
日
付
大
内
氏
家
臣
連
箸
状
。

『
蔭
涼
軒
日
録
』
同
日
条
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
二
十
三
日
条
。

「
李
朝
実
録
」
成
宗
十
四
年
九
月
発
卯
条
、
十
月
戊
子
条
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
守
護
代
」
（
『
九
州
中
世
史
研
究
』
第
二
輯
）
三

O
七
頁
。

承
天
寺
文
書
永
正
十
三
年
五
月
二
十
三
日
大
内
義
輿
遊
行
状
（
広
渡
正
利
『
博
多
承
天
寺
史
』
九
八
頁
〉
。

「
策
彦
入
明
記
」
。

承
天
寺
文
書
（
『
博
多
承
天
寺
史
』
一

O
六
頁
）
。

同
前
〈
『
博
多
承
天
寺
史
』
一

O
九
頁
〉
。

中
村
栄
孝
「
室
町
時
代
の
日
鮮
関
係
」
（
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
上
巻
〉
。

「
允
彫
入
唐
記
」
。

川
添
昭
二
「
九
州
探
題
と
日
朝
交
渉
」
二
四
頁
、
同
氏
「
渋
川
満
額
の
博
多
支
配
及
び
筑
前
肥
前
経
営
」
〈
『
続
荘
園
制
と
武
家
社
会
』
〉
。
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「
正
任
記
」
同
日
条
。

「
策
彦
入
明
記
」
天
文
七
年
七
月
十
三
日
、
同
八
年
正
月
十
七
日
、
正
月
十
八
日
、
二
月
二
十
三
日
条
。

「
正
任
記
」
同
日
条
。
な
お
川
添
昭
二
「
九
州
探
題
と
日
朝
交
渉
」
注
（

ω〉
参
照
。

善
導
寺
文
書
（
文
明
十
一
年
）
十
二
月
二
十
五
日
後
土
御
門
天
皇
紛
旨
、
『
晴
富
宿
称
記
』
文
明
十
二
年
二
月
二
十
一
日
条
。

善
導
寺
文
書
永
正
三
年
間
十
一
月
十
六
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
。

善
導
寺
文
書
。

善
導
寺
文
書
十
月
四
日
貫
武
助
書
状
。

善
導
寺
文
書
天
文
六
年
十
二
月
二
十
四
日
貫
武
助
書
状
。

『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
上
巻
所
収
称
名
寺
文
書
。

同
前
。
「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
一
一
一
日
条
。

称
名
寺
文
書
六
月
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
箸
状
。

称
名
寺
文
書
天
文
四
年
七
月
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
。

「
正
任
記
」
。

同
前
。
「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
十
七
日
条
。

『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
二
年
十
二
月
十
四
日
条
。

石
清
水
文
書
四
七
七
号
天
文
五
年
九
月
十
八
日
奏
禅
書
状
。

『
笥
崎
宮
史
料
』
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
十
五
日
条
。

「
策
彦
入
明
記
」
天
文
七
年
七
月
二
日
、
同
八
年
正
月
条
。

同
前
天
文
七
年
七
月
四
日
条
。

同
前
天
文
七
年
七
月
二
十
一
日
条
。

同
前
天
文
七
年
十
月
朔
日
条
。

中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
）

七



中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
（
佐
伯
〉

二
八

（山〉
（凶）
（山）
（凶〉
〈旧〉
（山〉
（川〉
（旧）
（則）
（肌）

同
前
天
文
七
年
十
一
月
朔
日
条
。

同
前
天
文
七
年
十
一
月
八
日
条
。

同
前
天
文
七
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

豊
田
武
『
増
訂
中
世
日
本
商
業
史
の
研
究
』
三
七

O
頁。

そ
の
賦
課
の
実
態
に
つ
い
て
は
西
村
伝
子
「
戦
国
期
都
市
形
成
の
視
点
｜
筑
前
博
多
に
つ
い
て
｜
」
参
照
。

『
海
東
諸
国
紀
』
（
文
明
三
年
）
及
び
『
イ
エ
ズ
ス
会
土
日
本
通
信
』
八
四
パ
l
ド
レ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
書
翰
ハ
一
五
七
一
年
）
。

「
宗
家
御
判
物
写
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
一
所
収
〉
。

同
前
。

「
大
永
享
禄
之
比
御
状
井
書
状
之
跡
付
」
一
七
号
。
他
に
五
号
、
七
号
文
書
参
照
。

天
文
十
八
年
の
真
継
文
書
に
、
大
宰
府
鋳
物
師
公
役
銭
の
徴
収
に
あ
っ
た
大
内
被
官
「
山
間
左
衛
門
大
夫
隆
朝
」
な
る
人
物
が
み
え
る
（
『
中
世

鋳
物
師
史
料
』
六
六
頁
）
。

大
友
家
文
書
元
弘
三
年
八
月
二
十
八
日
後
醍
醐
天
皇
倫
旨
（
『
大
分
県
史
料
』
二
六
巻
）
。

「
大
友
家
文
書
録
」
（
『
増
訂
編
年
大
友
史
料
』
一
一
一
一
巻
一
四
五
頁
）
。

「
大
永
享
禄
之
比
御
状
弁
書
状
之
跡
付
」
。

同
前
五

O
号
享
禄
三
年
五
月
二
十
六
日
宗
盛
廉
書
状
等
。

同
前
。

同
前
六
五
号
享
禄
三
年
五
月
二
十
六
日
宗
盛
廉
書
状
。

一
五
六
二
年
の
パ

1
ド
レ
・
バ
ル
テ
ザ
ル
・
ガ
ゴ
書
翰
に
「
同
地
所
（
大
友
宗
麟
が
博
多
で
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
与
え
ら
れ
た
地
所
〉
は
海
に

達
し
、
我
等
の
浜
に
上
陸
す
る
者
は
古
来
の
定
に
従
ひ
て
我
等
に
税
を
納
む
。
そ
の
額
は
毎
年
百
ク
ル
サ
ド
を
超
過
す
」
と
あ
る
（
『
イ
エ
ズ
ス

会
土
日
本
通
信
』
上
巻
三

O
O頁
）
。
大
友
氏
が
イ
エ
ズ
ス
会
に
博
多
内
の
土
地
と
と
も
に
津
料
の
徴
収
機
も
与
え
た
事
例
で
あ
る
。

恵
良
文
書
天
文
九
年
七
月
二
十
八
日
手
日
記
。

「
大
友
家
文
書
録
」
天
文
十
二
年
五
月
七
日
大
館
晴
光
書
状
他
（
『
増
訂
編
年
大
友
史
料
』
一
八
巻
一
－
一
一
一
良
）
。
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